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薬物乱用防止対策 
～地域における予防・相談・援助のトータルプランの実現をめざして～ 

南多摩保健医療圏 

実施年度 開始 平成１４年度   終了 平成１５年度 

背景 

１ 現在は、「第３次覚せい剤乱用期」といわれ、その特徴として青少年への薬物の
拡大が挙げられること。 
２ 薬物問題には、予防対策と乱用者対策の双方向からのアプローチが必要である
こと。 
３ 薬物問題は、その対応の際、司法、保健、医療など多方面からのアプローチが
必要であるが、関係機関の連携が未確立であること。 
 以上のような背景から、課題整理と今後の保健所の役割を明確化するため、予防
対策と乱用者対策の双方向からの対応が必要である。 

目標 

１ 小・中学生に重点をおいた薬物に対する正しい知識の普及を図る。 
２ 家庭や地域での薬物乱用を許さない社会環境づくりを推進する。 
３ 地域の薬物相談の連携体制を整備し、乱用者に対する継続的な指導・支援がで
きるネットワークを構築する。 

事業内容 

 
１「学年別薬物乱用防止教育プログラム」の作成 
（１） 小学校低学年から、正しい薬物の知識を持つことが必要であること。 
（２） 学校での薬物教育は、イベント（単発）ではなく、積み重ねながら、「生き 

る力」と結び付けていく姿勢が大切であること。 
（３） 基礎調査の結果から、教諭は必要性を認識していながら、その方法や教材

の不足が防止教育を行う上での阻害要因となっていること。 
以上のことを踏まえ、青少年による薬物乱用防止対策として、ライフスキル
教育の考え方も取り入れた教育教材を作成した。 

  
２「学年別薬物乱用防止教育プログラム」の普及 
圏域内の教育委員会等への説明及び配布を行うとともに、教諭を対象とした講
演会を開催し、「学年別薬物乱用防止教育プログラム」の PR を行った。 
 
３ 薬物問題ケアマネージメントに向けたツールの開発 
薬物乱用者支援対策の一環として適切な相談体制の獲得と継続的支援体制の確
保に向けた、「薬物相談ツール」（初期相談表・フェイスシート、依存症者本人情
報整理表、家族アセスメント表）の開発を行った。  

 

評価 

 
１ 保健所が今まで行ってきた健康教育を基に、地域の関係者との協働により、独
自の「学年別薬物乱用防止教育プログラム」を作成した。今後は、小・中学校に
おけるプログラムを使用した薬物乱用防止教育の実施を通じ、圏域全体での普及
を図るとともに、有償刊行物として都民情報ルームで販売し、他地域への普及も
目指している。 

 
２ 薬物問題におけるケアマネージメントの実現の可能性を探る中で、「薬物相談
ツール」を開発し、薬物問題において関係者が共通認識を持つための基盤を整備
することができた。今後は、保健所の薬物相談で活用し、精度を高めていきなが
ら、地域における薬物乱用者支援対策を充実させていく。 

 

問い合わ

せ先 

保健所・課・係名 南多摩保健所 企画調整課 企画調整係 
電    話   ０４２－３７１－７６６１ 
ファクシミリ   ０４２－３７５－６６９７ 
E-Mail      Ｓ００００３４４＠kenkou.metro.tokyo.jp 
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地域における予防・相談・援助のトータルプランの実現 

 

薬物乱用防止対策事業 

～地域における予防・相談・援助のトータルプランの実現をめざして～  

 

１ はじめに 

第三次覚せい剤乱用期は、携帯電話等を利用した流通ルートの多様さや複雑さから覚せい剤＝暴力団という構図が崩

れてきたこと、使用方法が簡便化されたこと、エス・スピードなどファッション性のあるネーミングが「覚せい剤」で

あると認識しにくくしたり恐怖心を奪ったことなど、青少年層への拡大要素を多く含んでいることに特徴がある。また、

乱用者対策も深刻で、相談機関の不明確さや医療機関の不足、地域ケアにおける回復プログラムの未整備など課題は山

積している。そこで南多摩保健医療圏では、薬物問題を予防教育と乱用者対策双方からの対策を図り、今後の薬物問題

における方法論の確立を目指すこととした。 

 

２ 事業目的 

（１）小・中学生に重点をおいた薬物に対する正しい知識の普及を図る。 

（２）家庭や地域での薬物乱用を許さない社会環境づくりを推進する。 

（３）地域の薬物相談の連携体制を整備し、乱用者に対する継続的な指導・支援ができるネットワークを構築する。 

 

３ 事業内容 

（１）「学年別薬物乱用防止教育プログラム」の作成 

（２）予防教育の重要性の普及啓発 

（３）薬物相談ツール（初期相談表・依存症者本人情報整理表・家族アセスメント表）の作成 

（４）薬物専門相談の実施 

 

４ 事業実施体制 （下記図参照） 

 薬物問題プロジェクトチームのもとに予防教育班「薬物乱用防止教育プログラムチーム」と乱用者・依存症者対策班

「薬物問題地域ケアネットワークチーム」を構成した。構成メンバーは以下のとおり。 

 

薬物乱用防止教育プログラムチーム･･…養護教諭・教諭・保健師・事務・薬剤師・臨床心理士など 

薬物問題地域ケアネットワークチーム…医師・精神科病院精神保健福祉士・警察官・保護観察官・保護司・民生委員・

教育委員会指導主事・養護教諭・児童福祉司・生活保護担当ケースワーカー・

保健師など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

薬物乱用防止教育 

プログラムチーム 

薬物問題地域 

ケアネットワークチーム 

薬物問題プロジェクトチーム 
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薬物乱用防止教育プログラムチームの活動 

 

【目的】教諭を含め地域全体のおとな達が、「薬物乱用防止教育プログラム」を一つのツールとして活用し、子 

どもに薬物問題を伝えることで、薬物問題から子ども達を守ることを目指す。 

 

【プログラムの特長】 

① 誰もが使えるものである。 

② 学年別に発達に合わせた教 

 育が系統的に行えるものである。 

③ 小学３年生の段階で使っては 

いけない「薬物」の存在を伝え 

る。 

④ 知識提供にとどまらず、「生き 

る力」を育むため、ライフスキ 

ル教育にも踏み込んでいる。 

⑤ スライド（パワーポイント） 

を CD-ROM に編集し、自由に 

構成できるものとしている。 

 

【プログラム作成経過】薬物乱用防止教育プログラム作成については、以下のようなプロセスを経た。 

・準備期：プログラム作成開始にあたり、既存の青少年健康被害予防事業による薬物乱用防止教育の実績と内容を振

り返ることや圏域内のベネッセコーポレーションの協力を得て、教材作りの基礎を学ぶなどにより、プロ

グラムの素案を作成した時期 

・反映期及び点検期 

：プログラム（案）を作成し、それをもとに実践を平行させ、プログラムの追加・修正を行い、最終の微調

整まで行った時期 

・完成期：完成したプログラムをもとに薬物乱用防止教育を実施し、プログラムに関する手続き上の整理を行った期

間 

・普及期：学校関係者や地域の人々が取り組めるよう働きかけていく時期 

 

【普及活動】圏域各市の教育委員会・校長会での説明会及び薬物問題講演会等を開催し、プログラムの周知を図った。

また、希望の学校に対しては、プログラムを実際にパソコンを使って行う研修会もアウトリーチで実施した。 

 

【考察】このプログラムの根幹には「自分を大事にする」ことを伝えるという構想がある。今までの健康教育は、「知

識を伝える」にとどまっていた感も強いが、知識だけで自分の意志を育み続けることは困難である。まして、薬

物問題のように友人との連帯や自分の好奇心を揺さぶられるような問題では、知識武装だけで、その魔の手を振

り払うことは大変難しいことなのである。このプログラムでは、ライフスキル教育やロールプレイング等知識の

獲得の段階から一歩踏み出した学習を取り入れることで、薬物の問題を切り口に「自分自身の生き方」を自分の

問題として見つめる機会にまで発展した学習につながることを期待している。 

 

 

 

【小学１・２年生の授業展開例】 
◆授業のねらい  
くすりの正しい使い方を知る。 

【小学３年生の授業展開例】 
◆授業のねらい 
１ 使ってはいけない薬があることを知る。 
２ 使ってはいけない薬を使うことは社会のルールに反することを知る。 

【小学４年生の授業展開例】 
◆授業のねらい 
１ 使ってはいけない薬物の名前を知る。 
２ 薬物の使用は法律で禁止されていることを知る。 
３ 依存は自分の意志でコントロールできないことを知る。 

【小学５・６年生の授業展開例】 
◆授業のねらい 
１ 薬物の害を知る。 
２ 薬物乱用を誘われた時に断ることができる。 

【中学生の授業展開例】 
◆授業のねらい 
１ 薬物乱用の問題点を 
学ぶ。 
２ 誘われた時の対処方 
法を考えることができる。 

学習の積み重ね 
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薬物問題地域ケアネットワークチームの活動 

 

【目的】・地域の薬物相談の連携体制を整備し、乱用者及び家族に対する継続的な治療や支援ができるネットワ

ークを構築する。 

・薬物問題ケアマネージメントの実現の可能性に向けて、関係者が共通理解を持てるよう、「薬物相談

ツール」の作成を行う。 

 

【経緯】事業開始当初は、薬物相談ケアマネージメントの実践とその評価を目指したが、 

① ケアマネージメント手法を用いて検討するには、当事者や家族の了解、あるいは当事者を交えることが必要で

はないか。 

② ケアネットワーク会議の構成メンバーは個別の相談事例に関わる関係者を中心とした構成であるべきである。 

③ 関係者間の薬物問題に対する理解には、まだ温度差が大きく、関係者が薬物問題を共通に理解するためのなん

らかのツールが必要である。 

との結論を得、平成１５年度については、若干の軌道修正を行い、以下の図式を描いた。 

 
 

        地域ケアネットワーク会議             
平成 15 年度は、支援関係者及び家族又は本人による基本情報 

の確認と今後の方向性の検討を行うために、共通のシートなどの 

ツールを作成することとした。 

 

 

【薬物相談ツールの作成】 

平成 15 年度は、これまでのケアネットワークチームに圏域内の保健所精神専任保健師をワーキングチームとして加

え、①初期相談表・フェイスシート ②依存症者本人情報整理表（家族からの聞き取りによる本人情報） ③家族アセ

スメント表の３種類の「薬物相談ツール」を作成した。また、「記入に当たっての参考」「アセスメントの参考」をそれ

ぞれの用紙の横に付け、理解を促しやすい形を確保した。 
                                       （実物はＡ３用紙） 

 
ＮＯ．１ 

ケア会議用フェイスシート 
～薬物依存症者の回復に向けて～ 

記入日：   年  月  日（  ） 
記載者：                

【対象者】＊記号で記入 男

女 

【年齢】 【最終学歴】 

 

【相談者】ｲﾆｼｬﾙで記入 男

女

【年齢】

 

【続柄】

 

【家族構成】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【家族関係】 

 

【経済状況】 

【経過】＊時系列に記入（生活歴と薬物関連の経過を並列に） 

＜生活歴＞＊生育歴から職歴まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜薬物関連＞＊薬物使用開始年齢・使用薬物

（ 覚せい剤、有機溶剤、大麻、鎮咳剤、鎮痛剤、睡

眠・安定剤、抗うつ剤ほか）・逮捕歴・治療歴等を記

入 

 

【現在の状況】 

生活： 

薬物関連： 

【本人・家族の希望】 

家族の希望（主訴）： 

 

家族が捉えている本人の希望： 

本人が登場した場合の本人希望： 

 

【ケア会議に提出する目的】 

＊個人情報のため取り扱い注意  

 

目指せケアマネージメント 

記入に当たっての参考:ｹｱ会議用ﾌｪｲｽｼｰﾄ（ＮＯ．１） 

 

【年齢】   時代背景と価値観を類推する 

【現在の状況】 

＜生活＞  ・一般にｲﾒｰｼﾞする「人間らしい生活」ができているか？ 

①基本的生活：生活リズム･食事・睡眠等 ②情緒的生活：休養・人との交流・遊び等 

【家族構成】 ｼﾞｪﾉｸﾞﾗﾑ(家系図)：3 世代まで（嗜癖問題は世代間連鎖の問題と関連が深い） 

①父②母③配偶者④兄弟姉妹⑤祖父母⑥その他 

・他に嗜癖を持つものがいるか？(特にｱﾙｺｰﾙ依存の有無を把握) 

【家族関係】 機能不全とｲﾈｲﾌﾞﾗｰを探る 

・本人とそれぞれとの関係及び家族間の関係 

・それぞれの社会性     ・ｷｰﾊﾟー ｿﾝ・ｲﾈｲﾌﾞﾗｰの有無   等 

【経済状況】 ・金の流れ(どこから入ってどこに出て行くのか？) 

      ・金銭ﾄﾗﾌﾞﾙの有無（有なら誰が問題を尻拭いしているのか？） 

【経過】 

＜生活歴＞ 

ａ）生育歴 ・出生時の障害の有無 

・幼少時の特徴、ｴﾋﾟｿｰﾄﾞ（家庭環境※、発育･発達、障害の有無、ﾄﾗｳﾏ等） 

 ※薬物依存を生み出しやすい家庭環境の例 

  ①ｱﾉﾐｰ家族型 ：従来的な青春期の逸脱を起こしやすい崩壊家庭 

  ②網の目家族型：親などの期待が重荷となり「良い子の息切れ」を起こしやすい家庭 

・学生時代の特徴（小、中、高、大学生等時の家庭及び社会における人間関係、学力ﾚﾍﾞﾙ、ﾄﾗｳﾏ等） 

ｂ）職歴   その職業についた背景、希望職種、自己評価、就業期間、退職理由等から社会性を類推する 

・社会適応性（職種による適応性、転々としていれば適応性の低さあり） 

ｃ）結婚歴  結婚にいたるまでのいきさつから本人と配偶者の関係(共依存の有無等)について類推する 

ｄ）他の嗜癖 ｸﾛｽｱﾃﾞｨｸｼｮﾝについても類推する 

（他にもｱﾃﾞｨｸｼｮﾝがある場合が多い。ex.ｱﾙｺｰﾙ、摂食障害、ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ等） 

＜薬物関連＞ 

ａ）使用歴  薬物使用開始年齢が低いほど、社会性が未熟なままである傾向が大きい 

・使用薬物を把握する(種類と俗称・商品名) 

①覚せい剤：ｼｬﾌﾞ､ｽﾋﾟー ﾄﾞ､ｱｲｽ､ｴｽ等  ②有機溶剤：ｼﾝﾅｰ､ｱﾝﾊﾟﾝ等 

③大麻：ﾏﾘﾌｧﾅ､ﾊｯﾊﾟ、ﾁｮｺ等     ④鎮咳剤：ﾌﾞﾛﾝ等      ⑤鎮痛剤 

⑥医療機関の処方薬（睡眠・安定剤、抗不安薬、抗うつ剤：ﾊﾙｼｵﾝ､ﾃﾞﾊﾟｽ､ﾌﾟﾛｻﾞｯｸ、ﾘﾀﾘﾝ等） 

⑦その他(興奮剤、脱法ﾄﾞﾗｯｸﾞ等：ｴｸｽﾀｼｰ等) 

ｂ）逮捕歴 

ｃ）治療歴 ・精神科受診の有無（有なら治療中断の有無も） 

・入院歴の有無（有ならその入院形態、入院した病院は専門性があるか？） 

・本人の病識の有無、病状の受容  ・服薬状況    

・精神科治療薬の乱用の有無 

・病院の回復ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑまたは自助ｸﾞﾙｰﾌﾟへの参加状況 

・精神科以外の受診歴（既往歴）：内臓、脳などへのﾀﾞﾒｰｼﾞの有無 

 

嗜癖 (ｱﾃﾞｨｸｼｮﾝ)  ：｢害があるのにとめられない｣不健康な習慣への執着のこと。大きく分けて3 種類ある。 

①物質嗜癖：ｱﾙｺｰﾙ、薬物、食べ物、ﾆｺﾁﾝ等 

②行為(ﾌﾟﾛｾｽ)嗜癖：ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ、買い物等 

③関係嗜癖：ある人との関係への嗜癖。対象としては親子、夫婦、恋人など親し 

い人が多く、相手を自分の思い通りに行動させようと必死になったり、 

自分を犠牲にして誰かのために奔走したりする。 

＊ｸﾛｽｱﾃﾞｨｸｼｮﾝ：いくつかの領域にまたがる嗜癖     

共依存       ：上記③の人間関係。他に頼られていないと不安になる人と、人を頼ることでその人をｺﾝ 

ﾄﾛｰﾙしようとする人との間に成立する依存・被依存の関係 

｢自己喪失をﾍﾞｰｽにした苦しい生き方｣ 

ｲﾈｲﾌﾞﾘﾝｸﾞ・ｲﾈｲﾌﾞﾗｰ：共依存関係で嗜癖者が同じ行動パターンを続けられるように、借金の尻拭いなど結果的に 

その人の嗜癖行動を支えてしまうことをｲﾈｲﾌﾞﾘﾝｸﾞと言う。また、支える人をｲﾈｲﾌﾞﾗｰと言う。 

 
 

 

 

《用 

語 

説 

明
》 

① 
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【その他特記事項】 

                                                    ＮＯ．２ 

家族からの聞き取りによる本人情報 
    【本人の依存状況】 ＊（    ）からの聞き取り 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊個人情報のため取り扱い注意 

 

 

家族アセスメント表      ＮＯ．３  
 

        【家族の状況】＊（     ）からの聞き取り                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊個人情報のため取り扱い注意 

 

「薬物相談ツール」に関する関係機関のトライアル結果は以下のとおり、 

① 保護観察官から「実際に事例を入れてみて使いやすかった。保護観察所は本人からの情報は取りやすいが、家

族とは話す機会が少ないため、家族アセスメント表の記入は不可能な場合が多い。本人の了解が得られれば、家

族の相談は保健所等で受けながら家族の情報も得ることができる。その後、保護観察所で本人のサポート、家族

へのサポートは保健所等でという連携のもとにそれぞれの役割を担っていくことで地域での本人、家族への支援

を実施できる。」 

② 情報については必要なものは入っている。 

③ 内容は全体が網羅されていて分かりやすい。薬物依存症者本人及び家族の理解に役立つ。 

④ 今後このツールを使用していきたい。 
 

【考察】薬物乱用の問題は、アディクション問題で、本人及びそれを取り巻く家族の病であるため、家族ケアも大変重

要になる。危機時の対応に終始するのではなく、地域ケアマネージメントを目指し、危機時から回復期に至る過

程の中で本人参加・家族参加を念頭に入れた相談関係の構築に努めなければならない。 

今後は、このツールの活用を重ね、修正を重ねながら、より使いやすいものとしていく予定である。 

項  目 あてはまるものに○をつける     
不

明

薬物を開始した年齢 ・２０歳以上    ・１０歳代後半    ･１０歳代前半 

使用期間 ・最近始めた ・3 年以内 ・１０年以内 ・１０年以上 

使用状況 ・集団使用    ･集団・単独使用   ・単独使用 

使用動機 

・人に勧められて・好奇心等 

・日常生活の不満解消・多幸感を求めて等  

・退薬症状から逃れるため 

 

精神症状（幻覚・妄想等） ・ない                     ・ある 

身体症状（離脱症状・振戦・やせ・口渇・呂

律がまわらないなど） 
・ない                     ・ある 

フラッシュバック ・ない                     ・ある 

生命の危機的状況 ・ない                     ・ある 

生活習慣への支障（食事・睡眠・入浴・更衣

等） 
・ない        ・時々ある      ・常時ある 

社会的役割に関する問題（学校・仕事・家

事・育児等） 
・ない        ・時々ある      ・常時ある 

家族関係のトラブル（ケンカ・暴力等） ・ない        ・時々ある      ・常時ある 

対人関係のトラブル（近隣・職場・学校等で

のケンカ・暴力等の問題） 
・ない        ・時々ある      ・常時ある 

 

薬物関係以外の対人関係がとれているか ・いる                    ・いない 

金銭問題 ・金遣いが荒い  ・借金         ・窃盗・恐喝  

好きな薬物がない時どうするか ・使用しない    ・何としてでも手に入れようとする 

医療機関の適切な利用 ・ある        ・ない         ・中断・不適切

社会復帰施設の適切な利用 ・ある        ・ない         ・中断・不適切

 

自助グループの適切な利用 ・ある        ・ない         ・中断・不適切

 
薬物をやめることについての 

本人の意識 

・やめたそうな言動があった 

・やめようとしたことがある 

・やめる様子はない 

 
項目 

     
    小  大 

不

明

薬物使用を知った時警察に通報した（最近で） 
通報した  通報しない

薬物を取り上げたり、捨てたりしている 
いない  いる 

本人が問題を起こさないよう先回りしている 
いない  いる 

本人が起こした問題を肩代わりしている 

（万引き、借金、器物破損、暴力等） 
いない  いる 

本人の要求を受け入れている 
いない  いる 

 

 

本

人

へ

の

対

応 

 

本人を変えようとしている いない  いる 

依存症に関する教育を受けた 受けた  受けない 

薬物を使用するのは意思が弱いせいだと思う 思わない  思う 

 

知

識 
薬物さえやめれば問題は解決すると思う 思わない  思う 

本人を助けられるのは自分だけだと思う 思わない  思う 

自分がしっかりしていないからこうなったと感じる 感じていない  感じる  

世間体または他人の目を気にしていると思う 思わない  思う 

物事に対して白黒はっきりさせたいと思う 思わない  思う 

本人の行動に一喜一憂している いない  いる 

本人に自分たちの目の前からいなくなってほしいと

思っている 
思わない  思う 

家
族
自
身
の
考
え
・
感
情 

家族内の対応が一致していないと思う 思わない  思う 

体の不調を感じている(頭痛、動悸、めまい、肩こ

り、食欲不振、胃痛、不眠等) 
いない  いる 

やる気が出ない でる  でない 
 

いらいらしやすい しにくい  しやすい 

薬
物
使
用
状
況 

薬
物 

探
索
行
動

社
会
資
源

症 
 
 

状 

日
常
生
活 

本
人
の

意
識

記入に当たっての参考：家族からの聞き取りによる本人情報（ＮＯ．２） 

 

【本人の依存状況】＊一般的に表の左側から右に行くほど問題が大きいと言える 

薬物使用状況 ・使用状況は直近のもの 

・開始年齢が低いほど、また使用期間が長いほど問題が大きい 

・集団での使用より単独使用の方が依存度は大きい 

・使用動機：「退薬症状から逃れるため」の使用までいくと依存のサイクルが形成されていると考 

えられる 

症状     ・精神症状  

          幻覚：手や体に虫が這っているように感じる・遠近感の歪み(遠くにある物が近くにあるよ 

うに、近くの物が遠くにあるように見える)・誰もいないのに声が聞こえる 等 

          妄想：空を飛べる気がする・周りで自分の悪口を話していると思い込む 等 

・生命の危機的状況：脱水の有無、栄養失調の有無 

                 精神症状が強く出現しているか？自傷行為の有無等 

日常生活   ・生活習慣への支障：食事・睡眠が取れているか？身だしなみが整えられているか？ 

・社会的役割     ：役割が取れているか？(学校・仕事に行き、参加できているか？家事や育児 

ができているか？） 

・薬物を介在しない人付き合い：本人は薬物のことしか考えられず対人関係を取れない場合がある 

・家族関係のﾄﾗﾌﾞﾙ：家族が本人を挑発していないか？(家族が意識していなくても本人を追い詰め 

て薬物使用へ後押しするような対応をしていることもある) 

・対人関係のﾄﾗﾌﾞﾙ：本人が自分から起こさずに家族を動かした結果ﾄﾗﾌﾞﾙになることもある 

薬物探索行動 ・金銭問題：薬物を買うための金をどのようにつくるかで依存のﾚﾍﾞﾙを推測する 

借金は親兄弟・親戚からか、友人からか？窃盗は家から持ち出すのか、外で盗むのか？ 

・好きな薬物がない時どうするか：我慢できるのであれば依存のﾚﾍﾞﾙは低い 

社会資源   ・医療機関に通院していても薬物欲しさでの通院なら不適切な利用となる 

       ・社会復帰施設、自助グループ利用において、仲間からの薬物入手を目的とする場合は不適切な利 

用となる 

本人の意識  ・依存の認識があり、やめたいと思っても断薬は困難な場合が多い 

 

離脱症状(退薬症状)：身体依存が形成された嗜癖物質を絶った場合現れる症状。 

不快感(いらいら感、不安、抑うつ等)、悪心、嘔吐、悪感、発汗、心悸亢進、頻脈、高血圧、 

不眠、頭痛、幻覚、振戦、せんもう等様々な症状がある。     

 

  フラッシュバック ：一種の後遺症。薬物乱用による妄想や幻覚等の精神症状が断薬や治療で一見治ったと思っ 

ても、疲労やストレスによって精神症状が再発したような状況になること。 

 

  薬物探索行動   ：薬物が切れると何とか薬物を手に入れようと、善悪の判断がなく行動すること。 

 

  自助グループ   ：同じ悩みや問題を抱える人同士が支えあい、問題の解決を図ろうとするグループ。 

さまざまな種類のグループがあるが、形式としては次の２つがある。 

①クローズドミーティング（本人のみの参加） 

②オープンミーティング（本人以外の関係者の参加も可） 

《用 

語 

説 

明
》 

 

巻き込まれ度：嗜癖者の周囲が本人の引き起こす問題に振り回されている程度。本人の回復の妨げになる。 

《用
語
説
明
》 

【その他特記事項】 

家
族
の 

健
康
度 

【希望を実現するために】 

 
アセスメントの参考：家族アセスメント表（ＮＯ．３） 

 

＊本人、家族から聞かされる話は、否認も手伝い曖昧なことも多い。多方面から類推していく 

 

【家族の状況】 

本人への対応 ・薬物使用を知った時…：警察に通報するのが適切 

・薬物使用を知った時の対応以外の項目で5 点全て｢いない｣が適切。｢いる｣が多いと家族がｲﾈｲﾌﾞﾘﾝｸﾞ 

している傾向が大きい 

＊ただし全て「いない」となっても問題意識がない、又は本人への無関心からということもある 

(問題が少ないとは言えない) 

 

知識     ・依存症に関する教育を受けた：家族の理解度をみるものではなく、家族の問題解決への意欲を考える 

・薬物を使用するのは･･･  ：依存症に関する正しい知識の有無を見る 

・薬物さえやめれば･･･   ：同上 

 

家族自身の考え、感情 

・本人を助けられるのは･･･：共依存状態、ｲﾈｲﾌﾞﾘﾝｸﾞしているか否かを類推する 

・自分がしっかりして･･･ ：同上 

・世間体または･･･：家族の自己評価に関する傾向(自己評価が低いと世間体を気にする傾向がある) 

・物事に対して･･･：完璧主義の指標の一つ 

（完璧主義の家族がいる家庭から依存症者が出やすいと言われる。また、本人へ 

の対応も、家族が完璧主義的な考えに偏っていると、必要以上にﾌﾟﾚｯｼｬｰをかけた 

り、追い詰めたり等適切にできない傾向がある） 

・本人の行動に･･･：巻き込まれ度をはかる指標の一つ 

・本人に自分たちの･･･：どの程度家族が追い詰められているかを類推する 

・家族内の対応･･･  ：相談者のみが動いていて他の家族は無関心ということもある。相談者の家族 

内での孤立の状況を類推する 

 

家族の健康度 ・本人に振り回されることで家族自身の心身の健康が損なわれていることも多い 

 

【希望を実現するために】 

・家族の希望の実現に向けて、現実とのギャップを家族が認識できるようにし、ギャップを埋めるた 

めの課題とその解決方法等を整理する 

 

 

③ 

② 
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子どもの虐待予防活動の展開 

南多摩保健医療圏 

実施年度 開始 平成１２年度   終了（予定）平成１６年度 

背景 

子どもの虐待は、いのちの問題であると同時に、子どもの心に深い傷を残し、そ
の傷がいやされることは極めて困難になるといわれている。また、虐待問題を抱え
る家族は社会的にも家族関係においても複雑な問題を抱えていることが多く、多面
的な援助を必要とし、保健、医療、福祉、教育など様々な分野が連携し適切な対応
策を講じて行かねばならない。虐待要因を抱える家族、虐待が危ぐされる家族（虐
待予備群）を既存の母子保健システムを活用して抽出するとともに母子保健及び精
神保健の立場から適切な相談・援助を行う等、地域における虐待予防システムの構
築をめざし、その基盤整備を行っている。 

目標 
虐待に発展しそうな家族を早期に発見し、虐待を未然に防ぐための手法の開発を
行うとともに、地域の関係機関と連携し、予防及び援助システムを確立する。 

事業内容 

虐待要因を抱える家族のうち、虐待の発生が危ぐされる家族を抽出し、市をはじ
めとする関係機関と連携し、既存又は新たな社会資源の活用により相談・援助を実
施し、援助効果の評価を行うことで、事業の精度を高める。（網掛け部分が平成１５
年度実施分） 
１ 虐待予防スクリーニングシステムの開発・活用 
（１） 虐待要因一覧表と「子育てアンケート」オリジナル版の作成  
（２） 乳児健診時スクリーニングシステムの試行（3市） 
（３） 1.6 歳児健診（3市）及び３歳児健診（１市）での追跡調査 
２ 社会システムづくり 
（１） 保健所 MCG（マザー・アンド・チャイルド・グループ）準備・試行・事業化 
（２） 市親子グループの計画・実施・事業化の支援及び運営支援 
（３） 社会資源の整理、実態調査 
３ 普及啓発 
（１） パンフレット・ビデオ作成 
（２） 「虐待予防スクリーニングシステム活用の手引（第１版）(第２版)」作成 
（３） 「子どもの虐待予防活動の展開熟読本」作成 
（４） 児童虐待防止講演会開催 

評価 

乳児健診でのスクリーニングシステムの試行と 1.6 歳児及び３歳児健診での追跡
調査をもとに精査した結果を「虐待予防スクリーニングシステム活用の手引（第２
版）」にまとめ、早期発見・早期対応の、より実践的な手法を開発した。 
地域の社会資源の実態調査や講演会の開催によって、各機関の現状や新たに必要
な資源及び保健所に求められている役割を確認できた。これらをもとに、平成 16
年度は、フォーカスグループインタビューによる調査研究により検討を深め、地域
の中での見守り体制の強化やケアシステムの構築を図る。 

問い合わ

せ先 

南多摩保健所 企画調整課 企画調整係 
電    話 ０４２－３７１－７６６１ 
ファクシミリ ０４２－３７５－６６９７ 
E-Mail    S0000344＠kenkou.metro.Tokyo.jp 
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１ 事業目的 

 虐待家族又は虐待に発展しそうな家族を既存の母子保健システムの活用により早期に発見し、虐

待を未然に防ぐための援助が展開できる「虐待予防システムの構築」を目的とする。 

２ 事業対象（本事業は、主に虐待予備群を対象としている） 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 事業体制 

本事業は、南多摩保健所の医師・保健師・事務職員、多摩市健康福祉部健康課、日野市福祉

保健部健康課、稲城市福祉部健康課の保健師・事務職員等でプロジェクトチームを編成し、行

ってきた。 

４ 事業体系と平成 15 年度実施内容（   は、体系） 

  虐待予防スクリーニングシステムの開発 

＊スクリーニングシステムの精査 

追跡調査（1 歳 6 ヶ月健診：稲城市、3 歳児健診：多摩市） 

「子どもの虐待予防スクリーニングシステムの手引（第 2 版）」の作成・発行 

  社会資源の整備・開発 

＊社会資源調査 

＊保健所 MCG、市親子グループの評価 

  普及啓発 

 ＊講演会 

５ 事業結果 

（１）スクリーニングシステムの精査 

①「子どもの虐待予防スクリーニングシステムの手引（第 2 版）」の作成・発行 

  特徴：虐待要因の精査。（詳細別紙）虐待要因および子育てアンケートの判断基準、 

考え方の基盤、二次設問の仕方等の加筆。虐待予防検討会アセスメントシートの改良。

 

 

 

 

 

 

 

 

②追跡調査の結果 

虐待群 

虐待予備群 

問題なし 

福

祉 

保

健 

 

＜虐待予備群の考え方＞ 

強い育児不安を抱え育児に困難性を感じ

ている家族に対し社会資源を有効にとり

入れ、要因を減少させることで虐待への移

行を防ぐ。この群は軽度の育児不安も含ま

れることから、子どもの成長過程に基づい

た育児スキルの提供、もう少しきめ細やか

なケアが必要な場合と多様である。この群

への対応は予防的対応となるためこれま

での保健システムの活用を図る意味から

も保健機関が中心に行う。 

Ⅰ 子どもの虐待における最新の動向と保健師への期待 

Ⅱ 東京都の母子保健活 

Ⅲ 南多摩保健所における「子どもの虐待予防活動」の概要 

１南多摩保健所の概要２「子どもの虐待予防活動の展開」事業の取組の背景 

３「子どもの虐待予防活動の展開」の特長 

Ⅳ 子どもの虐待予防スクリーニングシステム 

 １ 保健分野が担う役割を推進するための課題と課題解決にむけた取組 

 ２ 子どもの虐待予防スクリーニングシステムの考え方３ スクリーニングシステムの流れ  

  ４ 子育てアンケート（問診用アンケート）の活用 

５ 「子育てアンケート」問診者用マニュアル６ 虐待要因一覧表の活用 

７ 虐待要因判断基準表８ 虐待予防検討会 

９ 虐待予防検討会アセスメントシート（記載マニュアル） 

Ⅴ 個別援助活動  
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②追跡調査の結果 

乳児健診受診者 751 名（受診率９３％） 

 

要援助者 257 名（受診者の３４％） 援助なし 494 名（６６％） 

虐待対応 親のﾒﾝﾀﾙ 

支援 

家族機能介入 子どもの 

健康問題 

見守り 

14 名

（５％） 

18 名

（７％） 

39 名 

（１５％） 

41 名 

（１６％） 

145 名 

（５６％） 

 

 

 

1 歳 6 ヶ月児健診直前の援助状況 

虐待 

対応 

親のﾒﾝﾀﾙ

支援 

家族機能

介入 

子どもの 

健康問題 

見守り 未介入 解決 転出 

9 名 

（４％） 

１３名

（５％） 

19 名 

（７％）

16 名 

（６％） 

14 名 

（５％）

25 名 

（10%）

136 名 

（５３％）

25 名 

（１０％） 

継続支援予定 46 名（受診者の６％）  

 

1 歳 6 ヶ月児健診結果 

要援助 要援助 援助なし 転出または未受診 

95 名（受診者の１３％） 21 名（４％） 424 名（８６％） 49 名（１０％） 

116 名（受診者の１５％）  

 

 

3 歳児健診結果（１市４９名の状況のみ） 

虐待 

対応 

親のﾒﾝﾀﾙ

支援 

家族機能

介入 

子どもの 

健康問題 

見守り 未介入 解決 転出 

１名 

（２％） 

７名 

（14%） 

3 名 

（６％）

8 名 

（16%) 

3 名 

（６％）

4 名 

（８％）

13 名 

（２７％）

10 名 

（２０％） 

継続支援予定２６名（受診者の３％）  

 

（２） 社会資源調査 

＜目的＞①就学前の子どもに関わる機関や職員の虐待問題への対応の実態をつかみ課題を整理する

こと。②各機関の機能及び役割を明らかにすること。③不足している虐待予防のための機能を明ら

かにすること。 

＜対象＞就学前の子どもに関わる機関（NPO 等を含む 333 機関）及びそこで働く職員。 

＜方法＞自記式質問紙法、郵送配布・回収方式による施設調査及び個人調査を実施し、記述疫学的

検討。 

＜結果・まとめ＞①虐待事例や虐待予備群への対応について「虐待者への対応が難しい」「虐待の判

断が難しい」「児童相談所へ通告すべきか迷った」「虐待への知識が不足している」などの回答が多

く得られ、多くの機関や職員で困難感や不安を抱いている。②虐待予防のために今後必要とされる

ものとして、各機関からは「地域における子どもの虐待予防システムの確立」「連絡・相談体制の明

確化」職員からは、上記に加え「虐待についての基本的知識が必要」との意見が多くあげられ、虐

待予防システム確立や研修のニーズを持っている。③保健所への要望は、「普及啓発（保健所から発

信される情報への工夫の必要性）」「相談機能強化（ケースへの直接的支援と組織への支援の充実）」

「連携（機能するネットワークの構築）」にまとめられる。 

＜今後の課題＞虐待予防システムにおいて各機関が果たすべき役割やシステムそのもののあるべき

姿を深く掘り下げるためには別のアプローチによる調査研究や取組等による検討が必要。  
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（３）保健所 MCG（マザー・アンド・チャイルド・グループ、以下 MCG という。）、市親子グループ

の評価 

 ①保健所 MCG の評価 

  事業の対象、目的、目標、方法を振り返り、評価指標を具体的に提示し、課題の整理を行った。

課題は、①参加者の人数が少ない②MCG スタッフの力量不足③保育予算がない。 

  南多摩保健所の MCG は虐待予備群を対象としており、市の母子保健活動の中で対象を把握する

場合が多い。そのため、今後も保健所と市との連携が大きな課題である。また、必要な対象者を保

健所 MCG につなぐために個別支援を深めることの重要性等、地区担当保健師の個別援助のスキル

アップとグループ運営のノウハウを積み上げていく必要性を感じている。 

②市親子グループの評価 

子育てが楽しめない、つらい、といったネガティブな感情が優位になりがちな母親を対象に感情

の整理と子育てを見直す機会の提供、育児情報や育児スキルの提供を行うグループである。 

参加者が、悩みや言いたいことを安心して表現できるようにすることを援助目標にし、グループ

カウンセリングの機能を有するグループワークをめざし、様々な工夫をして運営してきた。スクリ

ーニングシステムで発見された「なんとなくしんどい」母親を支援する資源として有効に活用され

始めている。 

 

（４）講演会 

＜目的＞児童虐待の早期発見、早期対応 

＜対象＞医師会を中心に、保健医療従事者 

＜講師＞恒成茂行氏（熊本大学大学院医学薬学研究部 教授） 

：法医解剖室で出会った子どもたち～虐待死から考える～ 

高橋貴志子（南多摩保健所 保健師）：南多摩保健所の取組 

 

６ まとめ 

 平成 1４年６月に厚生労働省健康局長及び厚生労働省雇用均等・児童家庭局長による２局長通知「地

域保健における児童虐待防止対策の取り組みの推進について」に、長い歴史の中で培ってきた母子保

健活動や地区組織活動、そして家庭訪問という保健師の持つ技術を積極的に活用して、ハイリスク要

因を見逃さない努力と発生予防の実現に力を注ぐことが盛り込まれた。さらに、この通知の内容は、

平成 15 年 5 月 1 日に改正、告示された「地域保健法に基づく基本指針」に盛り込まれ、これまで地

域保健関係の法律では全く触れてこなかった「児童虐待防止対策に関する取組」が重要事項の一つと

して明記されるに至った。平成１５年６月には「児童虐待の防止等に関する専門委員会」報告書（社

会保障審議会児童部会）も出され、「予防から自立までの切れ目のない支援」「待ちの支援から支援を

要する家庭への積極的アプローチに転換」「ネットワークの強化」など、児童虐待防止対策が次世代を

見越した積極的な動きへと変わりつつある印象を強く持つことができる。 
児童虐待防止対策における保健師の役割が、地域保健の法整備の中で位置付けられた今日、子ども

の虐待という問題を通して、古くて新しいいのちという問題に、真摯に向き合う姿勢の大切さをあら

ためて認識している。その上で、保健師にできること、保健師ならできることを、保健師活動の歴史

の中にあるヒントを手繰り寄せながら、具体的に導き出していく努力が今、求められている。  
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虐待要因一覧表 

 

点数 印 点数 印

１家族形態 ①その他の変則的な家庭（内縁、他人等） 4 １生育歴 ①被虐待歴 7 ＊

①就学前の年子のきょうだい 4 ①母親学級受講歴が全くない 1 ＊

②多胎児 4 ②母喫煙あり 5 ＊

３親の年齢
①両親とも20歳未満、または一方が20歳
未満

4 ①予想外で驚き戸惑った 5 ＊

①不妊治療あり 3 ＊ ②困った 3 ＊

②身体既往歴　（慢性疾患） 3 ③特に何とも思わなかった 4 ＊

③精神既往歴 6 ①二度と産みたくないと思った 2 ＊

④知的レベルの問題あり 5 ○ ②性別が期待と違いがっかりした 3 ＊

①身体疾患 3 ３出産時の状況 ①未熟児 4

②精神疾患 5 ４育てにくさ ①手がかかり育てにくい 4 ＊

①身体疾患 2 ５母子分離 ①施設入所、母子分離体験（１週間以上） 5 ＊

②精神疾患 5 ①負担が増え疲れる 8 ＊

①よくない 5 ＊ ②よくイライラしている 13 ＊

②疲れやすい 8 ＊ ③子どもをかわいいと思えず負担 3 ＊

③眠れない 5 ＊ ④自分の自由な時間がなく苦痛 8 ＊

④食欲がない 2 ＊ ⑤その他 3 ＊

⑤その他 2 ＊ ①母の訴えが多い 7

①よくない 9 ＊ ②母の様子が気になる 7 ○

②なんともいえない 4 ＊ ③子どもに問題があっても相談を拒否する 2 ○

９父の健康状態 ①疾患・障害あり 3 ＊ ④１ヶ月健診未受診（本児） 2

１０その他の同居人①疾患・障害あり 3 ＊ ３上の子への態度 ①子どもに暴力･暴言･無視がある 6 ○

１１経済基盤
①両親とも無職・パート・アルバイト・学
生である

4 ①いつも育児に自信がもてない 9 ＊

①育児方針が違う 7 ＊ ②育て方がわからない 9 ＊

②育児に対する協力が得にくい 8 ＊ ③上の子への対応 7 ＊

③不安定な収入 4 ＊ ④子を持つ親同士の付き合いが苦手 9 ＊

④経済観念が違う 4 ＊ ⑤親族からの干渉 6 ＊

⑤会話が少ない 8 ＊ ⑥その他 3 ＊

⑥親族との付き合い方 10 ＊
１本児

１か月健診
①体重増加不良の所見 4

⑦ギャンブル問題 2 ＊ ①発育の遅れ 1

⑧酒･薬の問題 4 ＊ ②発達の遅れ 4

⑨失業 4 ＊ ③疾患･障害あり 4

⑩転職 4 ＊ ④その他本児の気になる様子 4 ○

⑪無計画な借金 6 ＊ ①赤ちゃんがえり 5 ＊

⑫その他 2 ＊ ②落ち着きがない 4 ＊

①相談者なし 7 ＊ ③他の子と遊べない 5 ＊

②協力者なし 7 ＊ ④言葉の遅れ 7 ＊

⑤乱暴 9 ＊

⑥その他 3 ＊

⑦上の子の気になる様子 8 ○

小計　　　　　　点

合計　　　　　　点

V
子
ど

も
の
健
康
問

題

２本児
乳児健診

３上の子の様子

小計　　　　　　点

Ⅳ
育
児
力

１育児負担

２育児行動

４育児上の悩み

要因

Ⅱ

親
準
備
性

２準備行動

Ⅲ
親
子
の
愛

着
形
成

１妊娠時の気持ち

２出産時の気持ち

要因

２きょうだい

４母の既往歴

５母の妊娠中の健
康状態

６ 産後の健康状態

７母の現在の体調

８ 母の現在の気持

ち

Ⅰ
家
庭

基
盤

１２家庭の問題

１３育児体制

  


